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○
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
関
す
る
読
替
表

（
直
線
の
傍
線
部
分
は
読
替
部
分
。
波
線
の
傍
線
部
分
は
、
読
替
え
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
準
用
時
に
当
然
に
読
み
替
え
ら
れ
る
部
分
。
）

読

替

後

読

替

規

定

読

替

前

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
申
請
書
の
添
付

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
申
請
書
の
添
付

（
風
俗
営
業
の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

書
類
）

書
類
）

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

第
十
七
条

第
一
条
（
第
十
一
号
を
除
く
。
）
の
規

第
一
条

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五

す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

五
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の

類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

の
と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

第
一
条
第
五
号
中
「
法
第
二
条
第
二
項
」
と
あ
る

一

営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

の
は
「
法
第
二
条
第
十
二
項
」
と
、
「
法
第
三
条

一

営
業
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類

二

営
業
所
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十

二

営
業
所
の
使
用
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
こ

と
を
疎
明
す
る
書
類

二
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
第
七
条
各
号
」
と
あ

と
を
疎
明
す
る
書
類

三

営
業
所
の
平
面
図
及
び
営
業
所
の
周
囲
の
略

る
の
は
「
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

三

営
業
所
の
平
面
図
及
び
営
業
所
の
周
囲
の
略

図

七
条
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

図

四

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
（
第
十
七
条
に

四

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
（
次
号
又
は
第

お
い
て
準
用
す
る
次
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す

六
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次

る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

に
掲
げ
る
書
類

イ

住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

イ

住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第

和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第

五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は

五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
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、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国

、
同
法
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国

籍
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

籍
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）

以
下
同
じ
。
）

ロ

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

ロ

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま

す
る
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号

で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

ハ

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
該
当
し

ハ

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
該
当
し

な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等

な
い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五

十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記

十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記

事
項
証
明
書
を
い
う
。
）
及
び
民
法
の
一
部

事
項
証
明
書
を
い
う
。
）
及
び
民
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ
れ
る
者
、
同

よ
り
成
年
被
後
見
人
と
み
な
さ
れ
る
者
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
佐
人
と
み
な

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
佐
人
と
み
な

さ
れ
る
者
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従

さ
れ
る
者
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者

又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当

又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当

し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

の
長
の
証
明
書

の
長
の
証
明
書

ニ

未
成
年
者
（
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た

ニ

未
成
年
者
（
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た

も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ

も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
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。
）
で
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
を
営
む
こ
と

。
）
で
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定

に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
る

代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
る
も
の
に
あ
つ

も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏

て
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所

名
及
び
住
所
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る

（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並

て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者

び
に
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
た
書
面
並

の
氏
名
）
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
許

び
に
当
該
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す

可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
風

る
書
面
（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
相
続

俗
営
業
者
の
相
続
人
で
あ
る
未
成
年
者
で
風

人
で
あ
る
未
成
年
者
で
特
定
遊
興
飲
食
店
営

俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定
代
理
人
の

業
を
営
む
こ
と
に
関
し
法
定
代
理
人
の
許
可

許
可
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、

を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
被
相

被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
風
俗
営

続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
特
定
遊
興
飲

業
に
係
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書

食
店
営
業
に
係
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載

面
並
び
に
そ
の
法
定
代
理
人
に
係
る
イ
か
ら

し
た
書
面
並
び
に
そ
の
法
定
代
理
人
に
係
る

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
（
法
定
代
理
人
が
法

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
イ
か
ら
ハ
ま

人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
人
に

で
に
掲
げ
る
書
類
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で

係
る
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
法
人
に
係
る

）
）

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
号
イ
か

ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
）
）

五

申
請
者
が
個
人
の
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者

五

申
請
者
が
個
人
の
風
俗
営
業
者
（
法
第
二
条

（
法
第
二
条
第
十
二
項
の
特
定
遊
興
飲
食
店
営

第
二
項
の
風
俗
営
業
者
で
あ
つ
て
申
請
に
係
る

業
者
で
あ
つ
て
申
請
に
係
る
都
道
府
県
公
安
委

都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会

員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の

」
と
い
う
。
）
の
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
又
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法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
許
可
又
は
法
第
三

は
法
第
七
条
第
一
項
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項

十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七

若
し
く
は
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
（
以

条
第
一
項
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は

下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
許
可
等
」
と

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
（
以
下
こ
の
号

い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
次
号

及
び
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
号
に
お

及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

い
て
「
許
可
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る

（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、

も
の
を
い
う
。
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

次
に
掲
げ
る
書
類

次
号
及
び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る

場
合
（
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類

イ

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
号
ロ
に

イ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
面

掲
げ
る
書
面

ロ

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
号
ニ
に

ロ

前
号
ニ
に
掲
げ
る
書
類

掲
げ
る
書
類

六

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
特
定
遊
興
飲
食

六

申
請
者
が
未
成
年
者
で
あ
る
風
俗
営
業
者
で

店
営
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
申

あ
つ
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
申
請
者
が
申
請

請
者
が
申
請
に
係
る
公
安
委
員
会
の
許
可
等
を

に
係
る
公
安
委
員
会
の
許
可
等
を
受
け
て
現
に

受
け
て
現
に
営
む
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
係

営
む
風
俗
営
業
に
係
る
許
可
等
を
受
け
た
際
の

る
許
可
等
を
受
け
た
際
の
法
定
代
理
人
で
あ
る

法
定
代
理
人
で
あ
る
場
合
（
申
請
書
に
係
る
風

場
合
（
申
請
書
に
係
る
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業

俗
営
業
及
び
現
に
営
む
風
俗
営
業
の
い
ず
れ
に

及
び
現
に
営
む
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
い
ず

つ
い
て
も
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
に
関
す
る
法

れ
に
つ
い
て
も
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
を
営
む

定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
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こ
と
に
関
す
る
法
定
代
理
人
の
許
可
を
受
け
て

る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類

イ

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
号
ロ

イ

第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
書
面

に
掲
げ
る
書
面

ロ

被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請

ロ

被
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
申
請

書
に
係
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書

書
に
係
る
営
業
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書

面

面

ハ

法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代

ハ

法
定
代
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
定
代

理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）

を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
法
定
代
理
人

を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
当
該
法
定
代
理
人

に
係
る
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四

に
係
る
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
書
面
（
法
定
代

号
ロ
に
掲
げ
る
書
面
（
法
定
代
理
人
が
法
人

理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
に
係

の
役
員
に
係
る
次
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面
。
た

る
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
号
ハ
に

だ
し
、
当
該
役
員
が
、
申
請
者
が
現
に
営
む

掲
げ
る
書
面
。
た
だ
し
、
当
該
役
員
が
、
申

風
俗
営
業
に
係
る
許
可
等
を
受
け
た
際
の
役

請
者
が
現
に
営
む
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に

員
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
役
員
に
係
る
次

係
る
許
可
等
を
受
け
た
際
の
役
員
で
な
い
場

号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
面
）

合
に
は
、
当
該
役
員
に
係
る
第
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
次
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書

面
）

七

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
（
第
十
七
条
に

七

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
（
次
号
に
該
当
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お
い
て
準
用
す
る
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

く
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

類

イ

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

イ

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ

役
員
に
係
る
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す

ロ

役
員
に
係
る
第
四
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る

る
第
四
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

書
類

ハ

役
員
に
係
る
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に

ハ

役
員
に
係
る
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か

お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号

ら
第
七
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ

か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず

に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

八

申
請
者
が
法
人
の
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者

八

申
請
者
が
法
人
の
風
俗
営
業
者
で
あ
る
場
合

で
あ
る
場
合
に
は
、
役
員
に
係
る
第
十
七
条
に

に
は
、
役
員
に
係
る
前
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面

お
い
て
準
用
す
る
前
号
ハ
に
掲
げ
る
書
面

九

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す

九

法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
営

る
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
営

業
所
に
つ
き
風
俗
営
業
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

業
所
に
つ
き
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
を

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
火
災
、
震
災
又
は
風
俗

受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
火
災
、
震

営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

災
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百

化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年

十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
各

政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。

号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
営
業
所
が
滅
失
し
た

）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条

こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
営
業
所
が
滅
失
し

た
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類

十

選
任
す
る
管
理
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

十

選
任
す
る
管
理
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
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イ

誠
実
に
業
務
を
行
う
こ
と
を
誓
約
す
る
書

イ

誠
実
に
業
務
を
行
う
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面

面

ロ

第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
号
イ

ロ

第
四
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ハ

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

ハ

法
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者

す
る
法
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す

者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約

る
書
面

す
る
書
面

ニ

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

ニ

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・

面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
二
葉

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
二
葉

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
構
造
及
び
設
備
の
軽

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
構
造
及
び

（
風
俗
営
業
の
構
造
及
び
設
備
の
軽
微
な
変
更
）

微
な
変
更
）

設
備
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

第
十
八
条

第
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の

第
二
条

法
第
九
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の

軽
微
な
変
更
は
、
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
に
係

微
な
変
更
は
、
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
に
係
る

内
閣
府
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
準
用

る
変
更
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
変
更

変
更
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
変
更
以
外
の
変
更
と

す
る
。

と
す
る
。

す
る
。

一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

一
号
）
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
大
規
模

一
号
）
第
二
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
大
規
模

の
修
繕
又
は
同
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
大
規

の
修
繕
又
は
同
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
大
規
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模
の
模
様
替
に
該
当
す
る
変
更

模
の
模
様
替
に
該
当
す
る
変
更

二

客
室
の
位
置
、
数
又
は
床
面
積
の
変
更

二

客
室
の
位
置
、
数
又
は
床
面
積
の
変
更

三

壁
、
ふ
す
ま
そ
の
他
営
業
所
の
内
部
を
仕
切

三

壁
、
ふ
す
ま
そ
の
他
営
業
所
の
内
部
を
仕
切

る
た
め
の
設
備
の
変
更

る
た
め
の
設
備
の
変
更

四

営
業
の
方
法
の
変
更
に
係
る
構
造
又
は
設
備

四

営
業
の
方
法
の
変
更
に
係
る
構
造
又
は
設
備

の
変
更

の
変
更

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
記

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
記

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
記

載
事
項
）

載
事
項
）

載
事
項
）

第
三
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

第
十
九
条

第
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の

第
三
条

法
第
九
条
第
三
項
（
法
第
二
十
条
第
十
項

す
る
法
第
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
内
閣
府
令

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
及

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五

で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
に
係
る
変
更
年
月

び
第
五
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
変
更
に

日
、
変
更
事
項
及
び
変
更
の
事
由
と
す
る
。

準
用
す
る
。

係
る
変
更
年
月
日
、
変
更
事
項
及
び
変
更
の
事
由

と
す
る
。

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
添

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
添

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
添

付
書
類
）

付
書
類
）

付
書
類
）

第
四
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

第
二
十
条

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の

第
四
条

法
第
九
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る

す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の

書
類
は
、
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲

類
は
、
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
第

内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

げ
る
書
類
の
う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類

一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、

と
す
る
。

当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
る
。

２

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る

２

法
第
九
条
第
五
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類

法
第
九
条
第
五
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は

は
、
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

、
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
条
第
一
号

書
類
の
う
ち
、
当
該
変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
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か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
当
該

る
。

変
更
事
項
に
係
る
書
類
と
す
る
。

（
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
認
定
申
請
書

（
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
認
定
申
請
書

（
特
例
風
俗
営
業
者
の
認
定
申
請
書
の
添
付
書
類

の
添
付
書
類
）

の
添
付
書
類
）

）

第
五
条

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用

第
二
十
一
条

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条

第
五
条

法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定

す
る
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め

の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第

め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用

一

当
該
営
業
所
に
係
る
第
十
七
条
に
お
い
て
準

す
る
。

一

当
該
営
業
所
に
係
る
第
一
条
第
一
号
及
び
第

用
す
る
第
一
条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

三
号
に
掲
げ
る
書
類

書
類

二

法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す

二

法
第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

る
法
第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面


